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京銀定期借地権保証金ローン 

ご利用いただける方 

次の条件をいずれも満たしている個人の方 
①お申込時の年齢が満20歳以上満65歳以下で、最終ご返済時の年齢が満75歳6か月未満の方 
②勤続年数が3年以上の方（個人事業主の方は営業年数が5年以上の方） 
③団体信用生命保険にご加入いただける方 
④当行が本ローンの取扱いを提携した業者で定期借地権付住宅（戸建）を建築・購入し、かつ住宅金融支援機構から建築・購入 

 資金をお借入れされる場合は、当行でお申込みいただける方 

⑤前年の税込年収が500万円以上で、安定継続した収入が見込める方 
⑥京都信用保証サービス株式会社の保証を受けられる方 

ご融資資金の使途 
ご本人が居住する一般定期借地権付住宅（マンションは除く）建築・購入にかかる保証金支払資金 
○ご本人が居住されない場合、および建物資金、返還不要の権利金等は対象外といたします。 

ご融資金額 
100万円以上700万円以内（1万円単位） 
○前年税込年収に占める年間ご返済額の比率は35％以内（個人事業主の方は30％以内）といたします。 
 （年間ご返済額には他のお借入れのご返済額および地代を含みます。） 

ご融資期間 2年以上30年以内（1年単位）かつ定期借地権存続期間以内 

ご融資利率 

《変動金利ご選択の場合》 
○新規ご融資利率は当行の短期プライムレート連動長期貸出 
 最優遇金利をもとに決定する変動金利制住宅ローン利率を 
  基準利率として適用いたします。 
○ご融資利率の見直しは年2回、4月1日および10月1日の 
 基準利率をもとに見直し、それぞれ6月の約定返済日の翌日 
 （＝7月約定返済分）、12月の約定返済日の翌日（＝翌年1月 
 約定返済分）より新利率を適用させていただきます。 
○お申し出により固定金利特約期間を設定できます。 
 新特約固定金利は、変更日における直前の約定返済日の翌日 
 から適用いたします。 

《固定金利ご選択の場合》 
○固定金利特約期間は2年、3年、5年、10年の中から 
 お選びいただけます。 
○新規ご融資利率は市場の金利動向を勘案し毎月下旬に 
 翌月分のご融資利率を決定し、店頭でお知らせします。 
 ただし、金融情勢などの大幅な変動があった場合には、 
 ご融資日までに変更させていただくことがございます。 
○固定金利特約期間終了後は、自動的に変動金利制住宅 
ローン利率となりますが、お申し出により再度固定金利 
特約期間を設定することもできます。(利率はその時点 
の水準となります。) 

○ご融資期間を超える固定金利特約期間は選択できません。 
○固定金利特約期間中は利率の変更および変動金利制へ 
 の変更はできませんのでご了承ください。 
 また、固定金利特約期間中は返済額の見直しは行いません。 
○お借入当初以外に固定金利をお選びいただく場合は、選択 
 の都度 16,500 円（消費税込）の手数料をお支払いいただき
ます。 

※固定金利特約期間が終了する前に、固定金利特約期間の終了
と金利選択に関する手続方法等について、郵送によりご連絡
いたします。 

ご返済方法 

「元利均等返済」または「元金均等返済」       
○お借入総額の50％以内で、年2回6か月ごとの増額返済併用もできます。（個人事業主の方を除く。） 
○ご返済日は、毎月2，7，12，17，22，27日のいずれかをお選びいただきます。 
○お借入期間中のご返済方法の変更（｢元利均等返済型｣から｢元金均等返済型｣、｢元金均等返済型｣から｢元利均等返済型｣）は 
 できません。 

《変動金利ご選択の場合》 
「元利均等返済型」 
○利率が見直された場合でも、ご返済額のなかの元金分と利 
 息分の割合を調整し、5年間はご返済額を変更しません。 
○ご返済額の変更は5年ごとに行いますが、利率が大幅に 
 上昇する場合でも新ご返済額は旧ご返済額の1.25倍を上限 
 とします。 
○利率上昇により返済がしわ寄せされ、最終ご返済期日に 
未返済残高や未払利息がある場合には、お申出によりご相 
談させていただきますが、原則として期日に一括返済してい
ただきます。 

「元金均等返済型」 
○利率変更の都度、新利率により利息金額を算定し、 
 ご返済額（元金＋利息）の見直しを行います。 
○利率が大幅に上昇した場合、見直し後のご返済額が旧ご返 
 済額よりも大幅に増加することがあります。 
※利率、返済額の変更にあたりましては、事前に「返済予定表」
の郵送によりご連絡いたします。 

《固定金利ご選択の場合》 
「元利均等返済型」・「元金均等返済型」 
○固定金利特約期間中の毎回ご返済額は一定です。 
○固定金利特約期間が終了した時点で変動金利制住宅ローン 
利率の方が高い場合、ご返済額が大幅に増加する可能性が 
あります。 

実行日 住宅金融支援機構の融資承認後随時 

団体信用生命保険 当行の指定する団体信用生命保険にご加入いただきます。保険料は当行が負担いたします。 
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保証人・担保 

○京都信用保証サービス株式会社の保証をご利用いただきます。（保証料は当行が負担いたします。） 
○お借入時、上記保証会社に対して手数料をお支払いいただきます。 
  手数料：55,000円（消費税込み） 
○保証金返還請求権に上記保証会社を質権者とする質権を設定させていただきます。 
○保証金預託証書をお預りします。 

その他 

 
○定期借地権契約の設定、住宅の建築等にかかる斡旋・仲介は、あらかじめ当行が提携契約を締結した住宅業者に限ります。 
○地代等の振込口座を当行に指定いただきます。 
 

○条件変更手数料（消費税込み）  … 33,000円 
 
  条件変更：①一部繰上返済、②返済額変更、③返済期間変更、④利率変更、⑤返済口座変更、⑥返済日変更                              

※上記①～⑥の条件変更につきましては、同時に複数の条件変更を行われる場合1件分の手数料となります。 

（注）ただし、次のいずれかに該当する場合は無料とします。 

・ ダイレクトバンキングによる一部繰上返済 

  ・条件変更後のお借入れ残高が300万円未満 

・条件変更日から最終返済日までの残存期間が1年未満 

 

○ 繰上完済手数料（消費税込み）  … 33,000円 

（注）ただし、次のいずれかに該当する場合は、無料とします。 

・ ダイレクトバンキングによる繰上完済 

・ご完済時のお借入残高が300万円未満 

・ご完済日から約定の最終返済日までの残存期間が1年未満 

・お借入日からの経過年数、または、前回条件変更日（固定金利特約の選択を含む）からの経過年数が6か月未満 

 

○ 固定金利特約選択手数料（消費税込み） … 16,500円 

（注）ただし、次のいずれかに該当する場合は、無料とします。 

・お借入当初の固定金利特約選択 

・ダイレクトバンキングによる固定金利特約選択 

・固定金利特約の選択時のお借入残高が300万円未満 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先：全国銀行協会相談室 

 電話番号：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

 
※ご返済額の試算は窓口または当行担当者までお気軽にお申しつけください。また、利率についても窓口へお気軽におたずねください。 
※ローンご利用に際しては当行所定の基準があります。審査の結果によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 


